
昭
和
五
十
三
年
一
月
二
十
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
七
） 

答

弁

第

一

七

号 

   

衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
大
阪
国
際
空
港
の
拡
張
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
八
二
第
一
七
号 

昭
和
五
十
三
年
一
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
保 

利 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
大
阪
国
際
空
港
の
拡
張
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1) 

御
質
問
の
面
積
、
着
陸
帯
等
に
係
る
記
載
は
、
大
阪
国
際
空
港
整
備
拡
張
工
事
と
し
て
、
滑
走
路
の
増
設 

等
と
併
せ
て
整
備
改
良
す
べ
く
計
画
さ
れ
た
大
阪
国
際
空
港
（
以
下
「
大
阪
空
港
」
と
い
う
。
）
の
既
存
施
設
を

表
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
工
事
に
つ
い
て
は
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
空
港
整
備
の
事
業
に
つ
き
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
申
請
に
係 

 

る
事
業
計
画
の
内
容
が
同
法
第
三
条
第
十
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
関
す
る
事
業
と
し
て
適
当
で
あ
る
か
ど 

 

う
か
に
つ
い
て
も
審
査
し
て
い
る
。 

(2)
及
び

(3) 

昭
和
三
十
七
年
七
月
五
日
の
事
業
認
定
申
請
に
係
る
事
業
計
画
に
は
飛
行
場
燈
火
の
整
備
計
画
も 

含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
た
飛
行
場
燈
火
の
種
類
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 



(5)
か
ら

(7)
ま
で 

本
件
事
業
の
施
行
は
、
航
空
旅
客
需
要
の
増
大
及
び
航
空
機
の
大
型
化
の
傾
向
に
対
応
す
る 

こ
と
を
可
能
に
し
、
も
つ
て
関
西
地
域
及
び
我
が
国
全
体
の
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
国
民
生 

 

活
の
向
上
に
貢
献
し
得
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
は
お
お
む
ね
達
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い 

 
 

る
。 

(4) 

航
空
法
令
上
、
Ｉ
Ｌ
Ｓ
を
利
用
し
て
精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
用
滑
走
路
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て 

進
入
燈
の
設
置
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
完
成
に
伴
う
大
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
就
航
は
、
航
空
機
の
発
着
回
数
の
増
加
と
相
ま
つ 

 

て
、
空
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
障
害
等
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
従 

飛
行
場
燈
台
、
進
入
燈
、
進
入
角
指
示
燈
、
進
入
路
指
示
燈
、
滑
走
路
燈
、
滑
走
路
末
端
燈
、
滑
走
路
末 

 
端
補
助
燈
、
滑
走
路
末
端
識
別
燈
、
滑
走
路
中
心
線
燈
、
接
地
帯
燈
、
滑
走
路
距
離
燈
、
過
走
帯
燈
、
誘
導 

 

路
燈
、
誘
導
路
中
心
線
燈
及
び
誘
導
案
内
燈
。 

四 

 



二
に
つ
い
て 

(2)
及
び

(3) 

昭
和
四
十
五
年
の
Ｂ
滑
走
路
の
供
用
開
始
に
よ
り
大
阪
空
港
の
処
理
能
力
は
増
大
し
た
が
、
同
年 

の
万
国
博
覧
会
の
開
催
を
契
機
に
同
空
港
の
処
理
能
力
が
限
界
に
近
い
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
昭
和
四
十
六 

(1) 

昭
和
三
十
六
年
か
ら
昭
和
五
十
一
年
ま
で
の
各
年
間
の
大
阪
空
港
に
お
け
る
定
期
便
着
陸
回
数
等
は
、
別 

表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(8) 

大
阪
空
港
に
お
い
て
は
、
有
視
界
気
象
状
態
で
あ
る
こ
と
、
当
該
航
空
機
と
管
制
塔
と
の
間
に
無
線
連
絡 

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
離
着
陸
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
の
航
行
が
同
方
向
で
あ
る
こ
と
等
を
条
件
と
し 

 

て
、
機
種
、
離
陸
後
の
旋
回
方
向
等
を
勘
案
し
、
適
切
な
安
全
問
隔
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
滑
走
路 

 

と
Ｂ
滑
走
路
の
同
時
使
用
を
行
つ
て
い
る
。 

来
よ
り
「
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
く
措 

 
置
等
諸
種
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



(5) 

滑
走
路

14
Ｌ
／
Ｒ
を
使
用
す
る
場
合
は
、
地
形
等
の
関
係
で
離
着
陸
す
る
航
空
機
の
飛
行
コ
ー
ス
が
空
港 

の
南
で
交
差
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
飛
行
コ
ー
ス
を
飛
行
す
る
航
空
機
に
所
定
の
安
全
問
隔
を
設
定
す
る
必 

 

要
が
あ
り
、
航
空
交
通
の
状
況
、
気
象
状
況
に
よ
つ
て
は
、
滑
走
路

32
Ｌ
／
Ｒ
を
使
用
す
る
場
合
に
比
し
て 

(4) 

大
阪
空
港
に
お
い
て
は
、
地
上
風
の
風
速
が
五
ノ
ッ
ト
以
上
の
場
合
は
風
向
に
近
い
方
位
の
滑
走
路
を
使 

用
し
、
地
上
風
の
風
速
が
五
ノ
ッ
ト
未
満
の
場
合
は
飛
行
経
路
、
着
陸
援
助
施
設
等
を
考
慮
し
て
滑
走
路

32 

Ｌ
／
Ｒ
を
使
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
昭
和
五
十
一
年
に
お
い
て
は
、
離
着
陸
の
約
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
滑
走
路

32
Ｌ
／
Ｒ
を
使
用
し 

て
行
わ
れ
た
。 

年
に
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
航
空
機
の
発
着
回
数
の
限
度
を
一
時
間
当
た
り
三
十
六
回
、
連
続
す 

 
る
三
時
間
当
た
り
九
十
三
回
と
定
め
て
い
る
。 

な
お
、
運
航
時
間
制
限
措
置
等
に
よ
り
、
同
空
港
の
一
日
当
た
り
の
発
着
回
数
は
減
少
し
て
い
る
。 

六 

 



三
に
つ
い
て 

(2)
(イ)
か
ら

(ハ)
ま
で 

航
空
機
騒
音
対
策
は
、
ま
ず
航
空
機
騒
音
の
実
態
調
査
か
ら
開
始
す
る
必
要
が
あ
り
、
当 

時
の
施
策
は
お
お
む
ね
実
態
調
査
、
所
要
の
対
策
内
容
の
検
討
等
の
段
階
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
も
の
で
あ 

 

る
。 

(1) 

御
指
摘
の
運
輸
省
見
解
は
、
大
阪
空
港
に
関
す
る
公
害
問
題
に
つ
い
て
の
運
輸
省
の
考
え
方
を
示
し
た
も 

の
で
あ
る
。 

(6) 
大
阪
空
港
の
進
入
路
指
示
燈
は
、
滑
走
路

14
Ｌ
／
Ｒ
を
使
用
し
て
離
着
陸
す
る
航
空
機
が
同
空
港
の
西
北 

に
存
す
る
六
甲
山
系
に
衝
突
す
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
二
十
六
日
に 

 

供
用
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
処
理
能
力
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
は
い
な
い
。 

処
理
能
力
が
低
下
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

な
お
、
進
入
路
指
示
燈
の
設
置
基
準
は
、
航
空
法
施
行
規
則
第
百
十
七
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

七 

 



(ニ)
か
ら

(ト)
ま
で 
民
間
空
港
に
お
い
て
最
初
に
航
空
機
騒
音
が
社
会
問
題
と
な
つ
た
の
は
、
東
京
国
際
空
港 

に
お
い
て
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
就
航
し
始
め
た
昭
和
三
十
四
、
五
年
頃
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
運 

 

輸
省
が
主
唱
し
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
職
員
並
び
に
関
係
住
民
団
体
及
び
航
空
会
社
の
代
表
か
ら
成 

 

る
東
京
国
際
空
港
騒
音
対
策
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
航
空
機
騒
音
対
策
の
検 

討
、
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
委
員
会
は
、
現
在
ま
で
に
三
十
一
回
開
催
さ
れ
て
お
り
、 

 

東
京
国
際
空
港
周
辺
の
航
空
機
騒
音
対
策
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
て
き
た
が
、
こ
の
間
の
協
議
内
容
の
主 

 

な
も
の
は
、
Ｃ
滑
走
路
の
新
設
に
つ
い
て
、
Ｂ
滑
走
路
の
延
長
に
つ
い
て
、
騒
音
軽
減
運
航
方
式
に
つ
い 

 

て
等
で
あ
る
。 

大
阪
空
港
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
に
同
空
港
周
辺
に
お
い
て
航
空
機
騒
音
の
実
態
調
査
を
開 

 
始
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
以
降
、
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
午
前
六
時
ま
で
の
間
に
お
け
る 

 

ジ
ェ
ッ
ト
機
の
離
着
陸
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。 

八 

 



(3) 

大
阪
空
港
の
拡
張
計
画
の
目
的
は
、
一
に
つ
い
て

(5)
か
ら

(7)
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、 

(リ) 

大
阪
空
港
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
障
害
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
同
空
港
周
辺
に
お
い
て
航
空
機
騒 

音
の
実
態
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
「
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害 

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
等
の
周
辺
対
策
及
び
騒
音
規
制
等
の
音
源
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
に 

よ
り
、
そ
の
防
止
、
軽
減
に
努
め
て
い
る
。 

(チ) 

東
京
国
際
空
港
に
お
け
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
運
航
制
限
措
置
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
に
、 

深
夜
に
お
け
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
離
着
陸
禁
止
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
決
議
が
委
員
会
に
お
い
て 

な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
各
航
空
会
社
及
び
付
近
住
民
双
方
の
立
場
を
勘
案
の
上
、
同
空
港
に
お
い 

て
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
午
前
六
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
離
着
陸
を
昭
和
三
十
八
年
四
月 

一
日
か
ら
（
た
だ
し
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
上
、
や
む
を
得
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
）

原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

九 

 



(5) 

大
阪
空
港
の
拡
張
計
画
の
目
的
は
一
に
つ
い
て

(5)
か
ら

(7)
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
御 

質
問
の
騒
音
規
制
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
県
川
西
市
立
久
代
小
学
校
に
設
置
し
た
騒
音
測
定
塔
に
お
い
て
次
表 

 

に
掲
げ
る
時
間
帯
ご
と
の
騒
音
の
強
度
を
超
え
る
騒
音
が
測
定
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
航
空
機
の
離
着
陸
を 

 

昭
和
四
十
五
年
二
月
か
ら
原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
し
、
更
に
、
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
か
ら
、
低
騒 

(4)
(イ) 

当
時
、
第
二
空
港
の
建
設
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
理
由
は
、
関
西
地
域
に
お
け
る
将
来
の
航
空
輸
送
需 

要
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
大
阪
空
港
の
規
模
が
小
さ
く
、
同
空
港
を
更
に
拡
張
す
る
こ
と
は
周 

 

辺
の
市
街
化
の
進
行
の
状
況
、
地
形
上
の
制
約
等
か
ら
見
て
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。 

(ロ) 

第
二
空
港
の
建
設
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
三
年
度
以
降
毎
年
度
予
算
措
置
が
講
じ
ら 

れ
て
い
る
が
、
そ
の
予
算
額
及
び
調
査
内
容
は
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
同
空
港
周
辺
の
航
空
機
騒
音
障
害
に
つ
い
て
は
、
三
に
つ
い
て

(2)
(リ)
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
諸 

種
の
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
防
止
、
軽
減
に
努
め
て
い
る
。 

一
〇 

 



(6)
(イ) 

夜
間
飛
行
の
規
制
を
強
化
す
る
と
、
こ
れ
に
伴
う
減
便
等
に
よ
り
利
用
者
の
利
便
を
著
し
く
損
な
う
こ 

と
と
な
る
外
、
ダ
イ
ヤ
編
成
が
困
難
と
な
る
等
の
問
題
が
生
ず
る
。 

    

(ロ) 

大
阪
空
港
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
以
降
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
午
前
六
時
ま
で
の
間
に
お 

け
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
離
着
陸
を
、
更
に
昭
和
四
十
七
年
四
月
以
降
は
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
七
時
ま
で 

の
間
に
お
け
る
航
空
機
の
離
着
陸
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
昭
和
五
十
年
十
二
月 

音
大
型
機
（
エ
ア
バ
ス
）
の
同
空
港
へ
の
乗
入
れ
に
伴
い
、
低
騒
音
大
型
機
の
離
陸
に
つ
き
、
同
地
点
で
の
騒 

音
の
最
高
限
度
を
九
十
九
ホ
ン
に
制
限
す
る
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。 

一
一 

 



四
に
つ
い
て 

大
阪
空
港
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
外
国
政
府
が
一
方
的
措
置
を
講
じ
た
事
例
と
し
て
は
、
昭
和
四
十 

 

九
年
二
月
、
英
国
が
要
求
し
た
キ
ャ
セ
イ
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
航
空
の
香
港
―
大
阪
線
の
ソ
ウ
ル
延
長
を
日
本
側
が 

 

認
め
な
か
つ
た
と
こ
ろ
、
英
国
側
は
日
本
航
空
の
東
京
―
香
港
―
シ
ド
ニ
ー
線
の
香
港
へ
の
寄
航
禁
止
等
の
措 

 

置
を
と
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
同
年
九
月
の
日
英
航
空
当
局
間
協
議
に
よ
り
、
キ
ャ
セ
イ
パ
シ 

 
 

フ
ィ
ッ
ク
航
空
は
ソ
ウ
ル
へ
の
延
長
を
行
わ
な
い
こ
と
、
日
本
航
空
は
香
港
―
シ
ド
ニ
ー
間
の
運
航
を
行
わ
な 

 

い
こ
と
等
が
合
意
さ
れ
、
解
決
し
た
。 

右
答
弁
す
る
。 

 

か
ら
、
国
内
線
に
つ
い
て
は
、
午
後
九
時
以
降
に
発
着
す
る
ダ
イ
ヤ
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
、
現
在
で 

 
 

は
、
国
際
線
も
含
め
て
午
後
九
時
以
降
に
発
着
す
る
ダ
イ
ヤ
は
な
く
な
つ
て
い
る
。 

一
二 
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